
特許・実用新案とは 

＜特許・実用新案制度＞ 

特許法第 1 条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を

奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」とあります。 

発明や考案は、目に見えない思想、アイデアなので、家や車のような有体物のよう

に、目に見える形でだれかがそれを占有し、支配できるというものではありません。し

たがって、制度により適切に保護がなされなければ、発明者は、自分の発明を他人に

盗まれないように、秘密にしておこうとするでしょう。しかしそれでは、発明者自身もそ

れを有効に利用することができないばかりでなく、他の人が同じものを発明しようとし

て無駄な研究、投資をすることとなってしまいます。そこで、特許制度は、こういったこ

とが起こらぬよう、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な

権利を与えて発明の保護を図る一方、その発明を公開して利用を図ることにより新し

い技術を人類共通の財産としていくことを定めて、これにより技術の進歩を促進し、産

業の発達に寄与しようというものです。 

なお、実用新案制度については、保護の対象が「物品の形状、構造又は組合せに

係る考案」に限られる点で特許制度での保護の対象と異なる(例えば、方法は実用新

案登録の対象とはなりません)ものの、その目的とするところは同様です。実用新案

の出願があったときは、その実用新案の出願が必要事項の不記載などにより無効に

された場合を除き、実用新案権の設定の登録をします。 

＜実用新案法の保護対象＞ 

実用新案法第2条、第3条に規定される考案、すなわち、自然法則を利用した技術

的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とし



ます。したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりま

せん。また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであ

ることを必要としません。 

 

実用新案権を取るための手続 

 

近年における技術革新の進展及び加速化を背景として、実用新案登録出願には、

出願後極めて早期に実施が開始されるものが多く、また、製品のライフサイクルも

短縮化する傾向にあり、このような技術に対する早期権利保護を求めるニーズが

顕著となっています。 

このような早期権利保護のニーズに対応するため、新規性、進歩性等の実体審

査を行わず、登録を受けるために必要とされる一定の要件(基礎的要件といいま

す)を満たしていることのみを判断して権利付与を行うという、早期登録制度を採用

する改正が行われました(平成 6 年 1 月 1 日施行)。 

又、平成 16 年には実用新案登録制度の見直しを行い、実用新案権の存続期間

が出願から 10 年に延長されました(平成 17 年 4 月 1 日施行)。 

以下に、出願から登録までの流れをフロー図で示します。  



 



• (1)出願 

• 特許出願については、図面の添付は必ずしも必要ではありませんが、実用新

案登録出願にあっては、全ての出願について必要です。 

• 出願するには法令で規程された所定の書類を特許庁へ提出する必要があり

ます。 

• また、出願時に第 1 年から第 3 年分の登録料を納付する必要があります。 

• (2)審査 

• 特許出願の場合のように出願審査請求制度はありません。 

• また、実体審査(新規性、進歩性等)を経ることなく、従来の方式審査に加え、

以下にあげる基礎的要件のみが審査されます。 

• 1 物品の形状、構造又は組合わせに係る考案であること 

• 2 公序良俗に反しないこと 

• 3 請求項の記載様式及び出願の単一性を満たしていること 

• 4 細書若しくは図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明

確でないこと 

• なお、方式上の要件又は基礎的要件を満たしていない場合は、補正命令が出

され、これに対する応答がない場合には、その出願に係る手続は却下となりま

す。 

• (3)設定登録 

• 方式上の要件及び基礎的要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新

案権の設定登録がなされます。 

• ただし、既に述べましたように、第 1 年から第 3 年分の登録料を出願と同時に

納付しておく必要があります。 

http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar12.htm


• (4)実用新案公報発行 

• 実用新案権の設定登録があったときは、その考案の内容を公報に掲載して発

行し、ここではじめて公開されることとなります。 

• (5)技術評価書の請求 

• 実用新案技術評価書は、設定登録された登録実用新案の権利の有効性につ

いての客観的な判断材料となるものであって、審査官が先行技術文献の調査を

行って作成するものであり、出願後はいつでも、誰でも請求することができます。 

• なお、実用新案権は実体審査を経ずに登録される権利であるため、出願に当

たっては、十分に先行技術の調査を行い、その結果を踏まえた上で出願を行うか

否かを決定することが重要です。 

 



 



 



 



 



 


